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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画データのフレーム毎に、量子化を伴うインター符号化及び量子化を伴うイントラ符
号化を選択的に施す符号化手段と、
　前記符号化手段が第１のフレームをインター符号化した後に第２のフレームをインター
符号化しようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、第１
のフレームの発生符号量に第１の補正係数を乗算して得られた補正符号量を用いて導出す
る第１の方式により導出し、
　前記符号化手段が第１のフレームをイントラ符号化した後に第２のフレームをインター
符号化しようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、第１
のフレームの発生符号量に前記第１の補正係数よりも小さな第２の補正係数を乗算して得
られた補正符号量を用いて導出する第２の方式により導出する導出手段と
　を備えることを特徴とする動画符号化装置。
【請求項２】
　前記第１の補正係数は、１であり、
　前記第２の補正係数は、１／５乃至１／３の範囲内で予め定められた固定値であること
　を特徴とする請求項１に記載の動画符号化装置。
【請求項３】
　前記動画符号化装置は、さらに、
　第１のフレーム以前の各フレームで発生した発生符号量の累積量と当該各フレームに定
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められた目標符号量の累積量との差分を取得する差分取得手段を備え、
　前記導出手段における第１の方式及び第２の方式は、前記差分が前記第１のフレームの
発生符号量に対して大きいほど、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを大き
くすること
　を特徴とする請求項１に記載の動画符号化装置。
【請求項４】
　前記導出手段における第１の方式及び第２の方式は、さらに、前記発生符号量の累積量
が前記目標符号量の累積量を超過していなければ、前記差分に関わらず、前記第１のフレ
ームの発生符号量が大きいほど、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを大き
くすること
　を特徴とする請求項３に記載の動画符号化装置。
【請求項５】
　前記動画符号化装置は、さらに、
　前記符号化手段により符号化された動画データを記憶するバッファを備え、
　前記導出手段における第１の方式及び第２の方式は、さらに、前記バッファの空き容量
が所定量より大きければ、前記差分に関わらず、前記第１のフレームの発生符号量が大き
いほど、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを大きくすること
　を特徴とする請求項３に記載の動画符号化装置。
【請求項６】
　前記導出手段は、さらに、
　前記符号化手段がフレームをイントラ符号化しようとする場合には、当該フレームの量
子化に用いる量子化スケールを、予め定められた固定値とすること
　を特徴とする請求項１に記載の動画符号化装置。
【請求項７】
　前記導出手段は、さらに、
　前記符号化手段が第１のフレームを符号化した後に第２のフレームをイントラ符号化し
ようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、第１のフレー
ムの発生符号量に前記第１の補正係数よりも大きな第３の補正係数を乗算して得られた補
正符号量を用いて導出する第３の方式により導出すること
　を特徴とする請求項１に記載の動画符号化装置。
【請求項８】
　前記動画符号化装置は、さらに、
　前記符号化手段により符号化された動画データを記憶するバッファを備え、
　前記導出手段は、さらに、
　前記符号化手段が第１のフレームを符号化した後に第２のフレームをイントラ符号化し
ようとする場合において、
　前記バッファの空き容量が所定量より大きければ、第２のフレームの量子化に用いる量
子化スケールを、予め定められた固定値とし、
　前記バッファの空き容量が所定量以下であれば、第２のフレームの量子化に用いる量子
化スケールを、第１のフレームの発生符号量に前記第１の補正係数よりも大きな第３の補
正係数を乗算して得られた補正符号量を用いて導出する第３の方式により導出すること
　を特徴とする請求項１に記載の動画符号化装置。
【請求項９】
　前記導出手段は、さらに、
　前記符号化手段が第１のフレームを符号化した後に第２のフレームをイントラ符号化し
ようとする場合には、第１のフレームの発生符号量に関わらず、第１のフレームの量子化
に用いられた量子化スケールに予め定められた係数を乗算することにより第２のフレーム
の量子化に用いる量子化スケールを導出すること
　を特徴とする請求項１に記載の動画符号化装置。
【請求項１０】
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　前記係数は、５／４乃至４／３であること
　を特徴とする請求項９に記載の動画符号化装置。
【請求項１１】
　前記動画符号化装置は、さらに、
　第１のフレームの量子化スケールと第２のフレームの量子化スケールとが対応付けられ
たテーブルを記憶している記憶手段を備え、
　前記導出手段は、さらに、前記符号化手段が第１のフレームを符号化した後に第２のフ
レームをイントラ符号化しようとする場合には、前記テーブルを参照することにより、第
１のフレームの量子化に用いた量子化スケールから第２のフレームの量子化に用いる量子
化スケールを導出すること
　を特徴とする請求項９に記載の動画符号化装置。
【請求項１２】
　被写体を撮像して動画データを生成する撮像素子と、
　前記撮像素子が生成した動画データのフレーム毎に、量子化を伴うインター符号化及び
量子化を伴うイントラ符号化を選択的に施す符号化手段と、
　前記符号化手段が第１のフレームをインター符号化した後に第２のフレームをインター
符号化しようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、第１
のフレームの発生符号量に第１の補正係数を乗算して得られた補正符号量を用いて導出す
る第１の方式により導出し、
　前記符号化手段が第１のフレームをイントラ符号化した後に第２のフレームをインター
符号化しようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、第１
のフレームの発生符号量に前記第１の補正係数よりも小さな第２の補正係数を乗算して得
られた補正符号量を用いて導出する第２の方式により導出する導出手段と
　を備えることを特徴とする動画撮像装置。
【請求項１３】
　動画データのフレーム毎に、量子化を伴うインター符号化及び量子化を伴うイントラ符
号化を選択的に施す符号化ステップと、
　前記符号化ステップが第１のフレームをインター符号化した後に第２のフレームをイン
ター符号化しようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、
第１のフレームの発生符号量に第１の補正係数を乗算して得られた補正符号量を用いて導
出する第１の方式により導出し、
　前記符号化ステップが第１のフレームをイントラ符号化した後に第２のフレームをイン
ター符号化しようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、
第１のフレームの発生符号量に前記第１の補正係数よりも小さな第２の補正係数を乗算し
て得られた補正符号量を用いて導出する第２の方式により導出する導出ステップと
　を備えることを特徴とする動画符号化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画データを符号化する動画符号化装置、動画符号化方法及び動画撮像装置
に関し、特に、動画データの量子化に用いられる量子化スケールを決定する技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　通常、動画撮像装置は、撮像して得た動画データを圧縮する動画符号化装置を搭載して
いる。動画符号化装置は、量子化を用いて動画データを圧縮する。量子化とは、データ値
を離散的な代表値に置き換えることでデータの圧縮を図る手法である。代表値どうしの間
隔は量子化スケールと称されるパラメータにより規定され、これが大きいほどデータの符
号量が小さくなる（圧縮率が高まる）という関係がある。
【０００３】
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　従来の動画符号化装置には、イントラ符号化フレーム（いわゆるＩピクチャ）の量子化
スケールについては固定値とし、インター符号化フレーム（いわゆるＰピクチャ、Ｂピク
チャ）の量子化スケールについてはフレーム毎に調整するという機種がある（例えば、非
特許文献１参照）。量子化スケールの調整は、例えば、数式１が用いられる。
       Qp[n+1]=(Cn/dstC)*Qp[n]            （数式１）
　Qp[n]は、フレームｎの量子化に用いた量子化スケールである。Cnは、フレームｎの発
生符号量、dstCは、予め定められた１フレームの目標符号量である。
【０００４】
　これによれば、目標符号量dstCに対してフレームｎの発生符号量Cnが大きいほど、フレ
ーム（ｎ＋１）の量子化スケールQn[n+1]が大きくなる。これは、フレーム（ｎ＋１）の
発生符号量を抑える方向に働く。このような調整をフレーム毎に行うことで、動画符号化
装置は、適応的にインター符号化フレームの発生符号量を目標符号量に近づけることがで
きる。
【非特許文献１】ISO/IEC-14496-2
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、イントラ符号化フレームの発生符号量は画質に大きく影響するため、一般的
に、目標符号量に比べて大きくなるように量子化スケールが設定されている。この場合、
上記の動画符号化装置は、イントラ符号化フレーム（フレーム１）に続くフレーム２の発
生符号量を小さく抑えようとする。その結果、フレーム２の発生符号量が目標符号量より
もはるかに小さくなる。すると、今度は、動画符号化装置は、フレーム３の発生符号量を
目標符号量よりも大きくしようとする。このように、従来の動画符号化装置では、イント
ラ符号化フレームの直後の数フレームにわたり、発生符号量のハンチングが生じる。
【０００６】
　図１は、従来の動画符号化装置における発生符号量及び画質の推移を示す図である。
　この例では、フレーム１、１１、２１はイントラ符号化フレームであり、それ以外はイ
ンター符号化フレームである。上述の理由により、イントラ符号化フレームの直後、４フ
レームにわたり発生符号量にハンチングが生じている（図１（ａ））。
　一般には、発生符号量が大きいほど画質が向上する関係にあるので、発生符号量のハン
チングに伴い画質が不安定となる（図１（ｂ））。その結果、映像が見苦しくなるという
問題が生じる。
【０００７】
　また、この問題は、フレーム毎に量子化スケールを調整する機種だけでなく、ブロック
ライン（画像中において行列状に配されたマクロブロックの一行分）毎に量子化スケール
を調整する機種にも共通する。
　本発明は、イントラ符号化フレーム直後の数フレームにわたる発生符号量のハンチング
を抑制することができる動画符号化装置、動画符号化方法及び動画撮像装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る動画符号化装置は、動画データのフレーム毎に、量子化を伴うインター符
号化及び量子化を伴うイントラ符号化を選択的に施す符号化手段と、前記符号化手段が第
１のフレームをインター符号化した後に第２のフレームをインター符号化しようとする場
合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、第１のフレームの発生符号
量に第１の補正係数を乗算して得られた補正符号量を用いて導出する第１の方式により導
出し、前記符号化手段が第１のフレームをイントラ符号化した後に第２のフレームをイン
ター符号化しようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、
第１のフレームの発生符号量に前記第１の補正係数よりも小さな第２の補正係数を乗算し
て得られた補正符号量を用いて導出する第２の方式により導出する導出手段とを備える。
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【発明の効果】
【０００９】
　上記構成によれば、第１のフレームがイントラ符号化された場合、第２の方式を用いて
第２のフレームの量子化スケールを導出する。そうすると第１の方式を用いる場合に比べ
て第２のフレームの量子化スケールが小さくなる。
　従来技術では、第２のフレームの量子化スケールは、第１のフレームの予測符号化方式
に関わらず、同じ方式（すなわち第１の方式）により導出される。
【００１０】
　本発明は従来技術よりも第２のフレームの量子化スケールが小さくなるので、第２のフ
レームの発生符号量の急激な低下を軽減することができる。その結果、イントラ符号化フ
レーム直後の数フレームにわたる発生符号量のハンチングを抑制することができる。
　また、　前記第１の補正係数は、１であり、前記第２の補正係数は、１／５乃至１／３
の範囲内で予め定められた固定値であることとしてもよい。
【００１１】
　一般に、量子化スケールが同一であれば、フレームをイントラ符号化した場合にはイン
ター符号化した場合よりも３倍乃至５倍の符号量が発生する。上記構成によれば、第１の
フレームがイントラ及びインターのいずれで符号化されていても、第２のフレームの量子
化スケールが同程度の大きさとなる。すなわち、第１のフレームがイントラ符号化されて
いても、インター符号化されたように取り扱われることとなる。通常、インター符号化フ
レームが連続する区間では、ハンチングの問題があまり生じない。したがって、上記構成
とすることで、第２のフレーム以降の発生符号量のハンチングを抑制することができる。
【００１２】
　また、前記動画符号化装置は、さらに、第１のフレーム以前の各フレームで発生した発
生符号量の累積量と当該各フレームに定められた目標符号量の累積量との差分を取得する
差分取得手段を備え、前記導出手段における第１の方式及び第２の方式は、前記差分が前
記第１のフレームの発生符号量に対して大きいほど、第２のフレームの量子化に用いる量
子化スケールを大きくすることとしてもよい。
【００１３】
　上記構成によれば、発生符号量の累積量と目標符号量の累積量との差分が大きいほど、
第２のフレームの量子化スケールを大きくする。すなわち、第２のフレームの発生符号量
を抑える方向に働く。この結果、発生符号量の累積量が目標符号量の累積量とほぼ一致す
る水準で推移する。したがって、動画データ全体で発生符号量を目標量にほぼ一致させる
ことができる。
【００１４】
　また、前記導出手段における第１の方式及び第２の方式は、さらに、前記発生符号量の
累積量が前記目標符号量の累積量を超過していなければ、前記差分に関わらず、前記第１
のフレームの発生符号量が大きいほど、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケール
を大きくすることとしてもよい。
　動画データでは、フレーム間の相関が高い場合、各フレームの発生符号量が目標符号量
に対して低下する。上記構成によれば、このような場合であっても、発生符号量を増加さ
せるような措置はとらない。したがって、動画データを記憶しておく記憶容量に余裕をも
たせることができる。このようにすることで、フレーム間の相関が急に低下したとしても
、記憶容量がオーバーフローする事態を回避することができる。
【００１５】
　また、前記動画符号化装置は、さらに、前記符号化手段により符号化された動画データ
を記憶するバッファを備え、前記導出手段における第１の方式及び第２の方式は、さらに
、前記バッファの空き容量が所定量より大きければ、前記差分に関わらず、前記第１のフ
レームの発生符号量が大きいほど、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを大
きくすることとしてもよい。
【００１６】
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　上記構成によれば、バッファの空き容量が所定量よりも大きければ、第２のフレームの
発生符号量を抑える方向に働かせる。したがって、バッファがオーバーフローする事態を
回避することができる。
　また、前記導出手段は、さらに、前記符号化手段がフレームをイントラ符号化しようと
する場合には、当該フレームの量子化に用いる量子化スケールを、予め定められた固定値
とすることとしてもよい。
【００１７】
　上記構成によれば、イントラ符号化のたびにその量子化スケールを導出する必要がない
ので、その分だけ動画符号化装置の回路規模を小さくすることができる。
　また、前記導出手段は、さらに、前記符号化手段が第１のフレームを符号化した後に第
２のフレームをイントラ符号化しようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる
量子化スケールを、第１のフレームの発生符号量に前記第１の補正係数よりも大きな第３
の補正係数を乗算して得られた補正符号量を用いて導出する第３の方式により導出するこ
ととしてもよい。
【００１８】
　上記構成によれば、第３の方式を用いて第２のフレームの量子化スケールを導出する。
そうすると第１の方式を用いる場合に比べて第２のフレームの量子化スケールが大きくな
る。その結果、第２のフレームの発生符号量が第１の方式を用いる場合に比べて小さくな
り、第２のフレームの発生符号量が大きくなりすぎることを防止することができる。
　また、前記動画符号化装置は、さらに、前記符号化手段により符号化された動画データ
を記憶するバッファを備え、前記導出手段は、さらに、前記符号化手段が第１のフレーム
を符号化した後に第２のフレームをイントラ符号化しようとする場合において、前記バッ
ファの空き容量が所定量より大きければ、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケー
ルを、予め定められた固定値とし、前記バッファの空き容量が所定量以下であれば、第２
のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、第１のフレームの発生符号量に前記第１
の補正係数よりも大きな第３の補正係数を乗算して得られた補正符号量を用いて導出する
第３の方式により導出することとしてもよい。
【００１９】
　上記構成によれば、バッファの空き容量に応じて、イントラ符号化フレームの発生符号
量を調整することができる。したがって、バッファがオーバーフローする事態を防止する
ことができる。
　また、前記導出手段は、さらに、前記符号化手段が第１のフレームを符号化した後に第
２のフレームをイントラ符号化しようとする場合には、第１のフレームの発生符号量に関
わらず、第１のフレームの量子化に用いられた量子化スケールに予め定められた係数を乗
算することにより第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを導出することとして
もよい。
【００２０】
　上記構成によれば、量子化スケールは、第１のフレームの発生符号量に関係なく導出さ
れる。したがって、発生符号量に応じて量子化スケールを導出する場合に比べて、動画符
号化装置の処理負荷を軽減することができる。
【００２１】
　上記構成によれば、第１のフレームの量子化スケールから第２のフレームの量子化スケ
ールを導出することができる。
　また、　前記係数は、５／４乃至４／３であることとしてもよい。
　所定値が大きいほど、イントラ符号化フレームの発生符号量の抑制効果が高くなるが、
画質が低くなる。シミュレーションの結果、所定値が５／４乃至４／３の範囲内であれば
、発生符号量の抑制効果と画質とを両立させることができることが判明した。
【００２２】
　また、　前記動画符号化装置は、さらに、第１のフレームの量子化スケールと第２のフ
レームの量子化スケールとが対応付けられたテーブルを記憶している記憶手段を備え、前
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記導出手段は、さらに、前記符号化手段が第１のフレームを符号化した後に第２のフレー
ムをイントラ符号化しようとする場合には、前記テーブルを参照することにより、第１の
フレームの量子化に用いた量子化スケールから第２のフレームの量子化に用いる量子化ス
ケールを導出することとしてもよい。
【００２３】
　上記構成によれば、第１のフレームの量子化スケールから第２のフレームの量子化スケ
ールを導出することができる。
　また、前記導出手段は、さらに、前記符号化手段が第１のフレームを符号化した後に第
２のフレームをイントラ符号化しようとする場合には、前記第１のフレームの量子化スケ
ールのみならず、第１のフレーム以前の所定数のフレームのそれぞれの量子化スケールに
基づいて、前記イントラ符号化しようとするフレームの量子化に用いる量子化スケールを
導出することとしてもよい。
【００２４】
　複数のフレームに基づいて量子化スケールを導出すれば、動画符号化装置の処理負荷は
増加するが、ハンチング抑制効果をより増大させることができる。
【００２７】
　本発明に係る動画撮像装置は、被写体を撮像して動画データを生成する撮像素子と、前
記撮像素子が生成した動画データのフレーム毎に、量子化を伴うインター符号化及び量子
化を伴うイントラ符号化を選択的に施す符号化手段と、前記符号化手段が第１のフレーム
をインター符号化した後に第２のフレームをインター符号化しようとする場合には、第２
のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、第１のフレームの発生符号量に第１の補
正係数を乗算して得られた補正符号量を用いて導出する第１の方式により導出し、前記符
号化手段が第１のフレームをイントラ符号化した後に第２のフレームをインター符号化し
ようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、第１のフレー
ムの発生符号量に前記第１の補正係数よりも小さな第２の補正係数を乗算して得られた補
正符号量を用いて導出する第２の方式により導出する導出手段とを備える。
【００２９】
　上記構成によれば、上述した動画符号化装置と同様の効果を奏することができる。
　本発明に係る動画符号化方法は、動画データのフレーム毎に、量子化を伴うインター符
号化及び量子化を伴うイントラ符号化を選択的に施す符号化ステップと、前記符号化ステ
ップが第１のフレームをインター符号化した後に第２のフレームをインター符号化しよう
とする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化スケールを、第１のフレームの
発生符号量に第１の補正係数を乗算して得られた補正符号量を用いて導出する第１の方式
により導出し、前記符号化ステップが第１のフレームをイントラ符号化した後に第２のフ
レームをインター符号化しようとする場合には、第２のフレームの量子化に用いる量子化
スケールを、第１のフレームの発生符号量に前記第１の補正係数よりも小さな第２の補正
係数を乗算して得られた補正符号量を用いて導出する第２の方式により導出する導出ステ
ップとを備える。
【００３１】
　上記構成によれば、上述した動画符号化装置と同様の効果を奏することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
（実施の形態１）
＜構成＞
　図２は、実施の形態１に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
　動画撮像装置は、撮影レンズ１、撮像素子２、動画符号化装置３１、制御マイコン４、
プログラム記憶メモリ５、動画ストリーム記憶メモリ６を備える。撮影レンズ１は、撮像
素子２に被写体像を結像する。撮像素子２は、被写体を撮影して動画データを生成する。
動画符号化装置３１は、撮像素子２が生成した動画データを圧縮符号化して動画ストリー
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ムを生成する。制御マイコン４は、プログラム記憶メモリ５に記憶されたプログラムに従
って動画撮像装置全体を制御する。動画ストリーム記憶メモリ６は、動画符号化装置３１
が生成した動画ストリームを記憶する。
【００３３】
　動画符号化装置３１は、符号化部１１、符号量補正部１２、量子化スケール決定部１３
を備える。
　符号化部１１は、いわゆるMPEGエンコーダであり、動画データのフレーム毎に、インタ
ー符号化及びイントラ符号化を選択的に施す。インター符号化は、フレーム間予測符号化
、DCT(Discrete Cosine Transform) 、量子化、可変長符号化を含む。イントラ符号化は
、フレーム内予測符号化、DCT、量子化、可変長符号化を含む。インター符号化及びイン
トラ符号化の選択は制御マイコン４からの指示に従う。実施の形態１では、１０フレーム
毎に１フレームだけイントラ符号化し、残りの９フレームはインター符号化する例で説明
する。
【００３４】
　フレームの量子化に用いる量子化スケールは、量子化スケール決定部１３から供給され
る。
　符号量補正部１２は、各フレームの発生符号量を測定し、以下の補正方式（数式２、３
）に従って発生符号量を補正する。
　フレームｎがイントラ符号化フレームの場合
       Cn'=Cn*P1                          （数式２）
　フレームｎがインター符号化フレームの場合
       Cn'=Cn *P2                         （数式３）
　Cnは、フレームｎが符号化されて発生した発生符号量である。P1及びP2は、補正係数で
あり、P1<P2の関係がある。実施の形態１では、P1=Pただし(0<P<1)、P2=1の場合について
説明する。補正係数Pは、数式４を満たす係数とする。
【００３５】
       P=Cinter/Cintra                    （数式４）
　Cinterは、あるフレームを、ある量子化スケールを用いてインター符号化した場合に発
生する発生符号量である。Cintraは、同じフレームを、同じ量子化スケールを用いてイン
トラ符号化した場合に発生する発生符号量である。補正係数Pは、イントラ符号化した場
合の発生符号量をインター符号化した場合の発生符号量に換算するための係数を意味する
。
【００３６】
　一般には、あるフレームをイントラ符号化した場合には、同じ量子化スケールでインタ
ー符号化した場合よりも３倍乃至５倍の符号量が発生する。これを受けて、実施の形態１
では、補正係数Pは、１／５乃至１／３の範囲内で予め定められた固定値として与えられ
る。なお、符号量補正部１２も制御マイコン４からの指示を受けることにより、イントラ
符号化フレームであるかインター符号化フレームであるかを識別する。
【００３７】
　量子化スケール決定部１３は、以下の数式５、６によりフレーム（ｎ＋１）の量子化に
用いる量子化スケールを決定する。
　フレーム（ｎ＋１）がイントラ符号化フレームの場合
       Qp[n+1]=Qpintra                    （数式５）
　フレーム（ｎ＋１）がインター符号化フレームの場合
       Qp[n+1]=(Cn'/dstC)*Qp[n]           （数式６）
　Qpintraは、予め定められた固定値である。dstCは、予め定められた目標符号量である
。
【００３８】
　実施の形態１では、フレーム（ｎ＋１）がイントラ符号化フレームの場合には、Qpintr
aを量子化スケールとして用いる。また、フレーム（ｎ＋１）がインター符号化フレーム
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の場合には、符号量補正部１２により補正された補正符号量Cn'及び量子化スケールQp[n]
に基づいて量子化スケールを決定する。
　符号量補正部１２は、上述のようにフレームｎがイントラ符号化フレームの場合には数
式２に従って発生符号量を補正し、インター符号化フレームの場合には数式３に従って発
生符号量を補正する。以下に、これを実現するための構成の一例を示す。
【００３９】
　図３は、符号量補正部１２の詳細な構成の一例を示す図である。
　符号量補正部１２は、符号量測定部１２１、フレーム符号量記憶メモリ１２２、レジス
タＲ１、Ｒ２、セレクタＳ１、乗算器Ｍ１を備える。
　符号量測定部１２１は、符号化部１１により符号化されたフレームｎの発生符号量Cnを
測定する。レジスタＲ１には補正係数Pが保持され、レジスタＲ２には補正係数１が保持
されている。セレクタＳ１は、制御マイコン４からの指示によりフレームｎがイントラ符
号化フレームであれば乗算器Ｍ１に補正係数Pを与え、フレームｎがインター符号化フレ
ームであれば乗算器Ｍ１に補正係数１を与える。
【００４０】
　乗算器Ｍ１は、発生符号量Cnと補正係数とを掛け合わせる。フレーム符号量記憶メモリ
１２２は、乗算器Ｍ１による乗算結果を記憶し、量子化スケール決定部１３に与える。
　上記構成により、符号量補正部１２は、フレームｎがイントラ符号化フレームの場合に
は補正符号量Cn'=Cn*Pを出力し、フレームｎがインター符号化フレームの場合には補正符
号量Cn'=Cnを出力することができる。
＜動作＞
　図４は、実施の形態１に係る動画符号化装置３１の動作を示す図である。
【００４１】
　動画符号化装置３１は、制御マイコン４からの指示により符号化を開始し、最初にフレ
ーム１をイントラ符号化する（ステップＳ１１）。フレーム１は先行するフレームがない
ため必然的にイントラ符号化フレームとなる。量子化スケールの初期値は、イントラ符号
化する場合の量子化スケールであるQpintraを用いる。その後、動画符号化装置３１は、
フレーム符号量記憶メモリ１２２においてフレーム１の符号量を記憶する（ステップＳ１
２）。ここでは、イントラ符号化されているので、C1*Pが記憶される。
【００４２】
　動画符号化装置３１は、フレーム１の符号量及び量子化スケールに基づいてフレーム２
の量子化スケールを決定し（ステップＳ１４）、決定された量子化スケールを用いてフレ
ーム２をインター符号化する（ステップＳ１５）。
　動画符号化装置３１は、フレーム符号量記憶メモリ１２２においてフレーム２の符号量
を記憶する（ステップＳ１６）。ここでは、インター符号化されているので、C2が記憶さ
れる。これ以降、動画符号化装置３１は、制御マイコン４から撮像停止の指示があるまで
ステップＳ１３からステップＳ１７までの処理を繰り返す。
【００４３】
　図５は、実施の形態１に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
　動画符号化装置３１は、制御マイコン４からの指示がフレーム（ｎ＋１）をインター符
号化する指示であり（ステップＳ１４１：インター）、かつ、フレームｎがインター符号
化されていれば（ステップＳ１４２：インター）、フレーム（ｎ＋１）の量子化に用いる
量子化スケールQp[n+1]を(Cn/dstC)*Qp[n]とする（ステップＳ１４３）。また、フレーム
ｎがイントラ符号化されていれば（ステップＳ１４２：イントラ）、フレーム（ｎ＋１）
の量子化に用いる量子化スケールQp[n+1]を(Cn*P/dstC)*Qp[n]とする（ステップＳ１４４
）。
【００４４】
　一方、動画符号化装置３１は、制御マイコン４からの指示がフレーム（ｎ＋１）をイン
トラ符号化する指示であれば（ステップＳ１４１：イントラ）、フレーム（ｎ＋１）の量
子化に用いる量子化スケールQ[n+1]をQpintraとする（ステップＳ１４５）。
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＜効果＞
　図６は、実施の形態１に係る量子化スケール、符号量、画質及び総符号量の時間的推移
を示す図である。
【００４５】
　フレーム１、１１、２１は、イントラ符号化フレームであり、それ以外のフレームは、
インター符号化フレームである。
　図６（ａ）は、量子化スケールを示す。実施の形態１では、イントラ符号化フレームの
量子化スケールは固定値Qpintraである（図５：ステップＳ１４５参照）。したがって、
図６（ａ）に示すように、フレーム１、１１、２１の量子化スケールは同じ大きさになっ
ている。通常、固定値Qpintraは、イントラ符号化フレームの発生符号量が目標符号量よ
りも大きくなるような値に設定される。これは、イントラ符号化フレームの発生符号量は
、動画全体の画質に与える影響が大きく、発生符号量が小さすぎると動画全体にわたり画
質が劣化するからである。
【００４６】
　図６（ｂ）は、符号量を示す。発生符号量C1は、目標符号量に比べてはるかに大きい。
発生符号量C1に重ねて表している補正符号量C1*Pは、符号量補正部１２により補正された
符号量である。補正符号量C1*Pは、インター符号化による発生符号量に換算されているの
で、フレーム２などのインター符号化フレームの発生符号量と同程度の大きさとなる。し
たがって、フレーム２の量子化スケールは、第１のフレームの発生符号量を補正しない場
合に比べて小さくなる。その結果、フレーム２の発生符号量が、第１のフレームの発生符
号量を補正しない場合に比べて大きくなり、目標符号量にほぼ一致する。フレーム２の発
生符号量が目標符号量にほぼ一致するので、フレーム３からフレーム１０までの発生符号
量も目標符号量にほぼ沿うように推移する。このように、イントラ符号化フレーム直後の
数フレームにわたる発生符号量のハンチングが抑制される。
【００４７】
　図６（ｃ）は、画質を示す。上述のように、イントラ符号化フレーム直後における発生
符号量のハンチングが軽減されるため画質が安定する。
　図６（ｄ）は、総符号量を示す。実施の形態１では、イントラ符号化フレームの量子化
スケールは固定値Qpintraである。Qpintraは、イントラ符号化フレームの発生符号量は目
標符号量よりも大きくなるように設定されている。したがって、総符号量は累積目標符号
量よりも大きくなる。
（実施の形態２）
　実施の形態１では、イントラ符号化フレームの量子化スケールは固定値Qpintraである
。実施の形態２では、イントラ符号化フレームの量子化スケールも適宜調整することとす
る。
＜構成＞
　実施の形態２に係る動画符号化装置は、その構成については実施の形態１に係る動画符
号化装置とほぼ同様なので、実施の形態１と同じく図２を用いて説明する。
【００４８】
　符号量補正部１２は、各フレームの発生符号量を測定し、以下の補正方式（数式７、８
、９）に従って発生符号量を補正する。
　フレーム（ｎ＋１）がインター符号化フレームであり、フレームｎがイントラ符号化フ
レームの場合
       Cn'=Cn*P1                          （数式７）
　フレーム（ｎ＋１）がインター符号化フレームであり、フレームｎがインター符号化フ
レームの場合
       Cn'=Cn *P2                         （数式８）
　フレーム（ｎ＋１）がイントラ符号化フレームである場合
       Cn'=Cn*P3                          （数式９）
　P1、P2、P3は、補正係数であり、P1<P2<P3の関係がある。実施の形態２では、P1=Pただ
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し(0<P<1)、P2=1、P3=1/Pの場合について説明する。補正係数Pは、数式４を満たす係数で
ある。
【００４９】
　量子化スケール決定部１３は、以下の数式１０によりフレーム（ｎ＋１）の量子化に用
いる量子化スケールを決定する。
       Qp[n+1]=(Cn'/dstC)*Qp[n]           （数式１０）
＜動作＞
　図７は、実施の形態２に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
【００５０】
　動画符号化装置３１は、制御マイコン４からの指示がフレーム（ｎ＋１）をインター符
号化する指示であり（ステップＳ２４１：インター）、かつ、フレームｎがインター符号
化されていれば（ステップＳ２４２：インター）、フレーム（ｎ＋１）の量子化に用いる
量子化スケールQp[n+1]を(Cn/dstC)*Qp[n]とする（ステップＳ２４３）。また、フレーム
ｎがイントラ符号化されていれば（ステップＳ２４２：イントラ）、フレーム（ｎ＋１）
の量子化に用いる量子化スケールQp[n+1]を(Cn*P/dstC)*Qp[n]とする（ステップＳ２４４
）。
【００５１】
　一方、動画符号化装置３１は、制御マイコン４からの指示がフレーム（ｎ＋１）の予測
符号化方式をイントラ符号化とする指示であれば（ステップＳ２４１：イントラ）、フレ
ーム（ｎ＋１）の量子化に用いる量子化スケールQ[n+1]を(Cn /dstC*P)*Qp[n]とする（ス
テップＳ２４５）。
＜効果＞
　図８は、実施の形態２に係る量子化スケール、符号量、画質及び総符号量の時間的推移
を示す図である。
【００５２】
　図８（ａ）は、量子化スケールを示す。実施の形態２では、イントラ符号化フレームの
量子化スケールは適宜調整される（図７：ステップＳ２４５参照）。したがって、図８（
ａ）に示すように、フレーム１、１１、２１の量子化スケールは同じ大きさにはならない
。例えば、フレーム１１の量子化スケールは、先行するフレーム１０の発生符号量に基づ
いて決定される。なお、フレーム１には先行するフレームがないので、量子化スケールの
初期値として予め決められた値が与えられる。
【００５３】
　図８（ｂ）は、符号量を示す。フレーム１からフレーム１０までは実施の形態１と同様
である。フレーム１１以降のイントラ符号化フレームの発生符号量は目標符号量にほぼ一
致する。
　図８（ｃ）は、画質を示す。発生符号量のハンチングが抑制されるため画質は安定する
が、イントラ符号化フレーム（フレーム１１、２１）の発生符号量が小さく抑えられてい
るため、画像全体の画質は悪くなる。
【００５４】
　図８（ｄ）は、総符号量を示す。実施の形態２では、イントラ符号化フレームの量子化
スケールはその発生符号量が目標符号量にほぼ一致するように適宜調整される。したがっ
て、総符号量が累積目標符号量に近づく。
（実施の形態３）
　実施の形態１では、画質劣化を防止するためイントラ符号化フレームの発生符号量を目
標符号量よりも大きくなるように設定する。そのため、総符号量が累積目標符号量を上回
ることとなる。
【００５５】
　実施の形態３では、画質の劣化を極力抑えつつ、総符号量が累積目標符号量にほぼ一致
させる技術を説明する。
＜構成＞
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　図９は、実施の形態３に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
　実施の形態３に係る動画符号化装置３３は、実施の形態１に係る動画符号化装置３１に
累積差分符号量算出部１４と目標符号量補正部１５とを追加した構成となっている。それ
以外の構成要素については、実施の形態１と同様なので説明を省略する。
【００５６】
　累積差分符号量算出部１４は、フレーム（ｎ＋１）を符号化するに際して、フレームｎ
までに生じた発生符号量の累積値からフレームｎまでの目標符号量の累積値を差し引いた
累積差分IntCを算出する。
       IntC=Σ(Cn-dstC)                   （数式１１）
　目標符号量補正部１５は、累積差分が０より大きい場合には、累積差分が大きいほど目
標符号量が小さくなるように補正し、累積差分が０以下の場合には、目標符号量の補正を
しない。具体的には、以下の数式１２、１３に従う。
【００５７】
　IntCが０より大きい場合
       dstC'=dstC-IntC/d                  （数式１２）
　IntCが０以下である場合
       dstC'=dstC                         （数式１３）
　dは、１よりも大きな範囲内で予め定められた調整パラメータである。
【００５８】
　量子化スケール決定部１３は、以下の数式１４、１５によりフレーム（ｎ＋１）の量子
化に用いる量子化スケールを決定する。
　フレーム（ｎ＋１）がイントラ符号化フレームの場合
       Qp[n+1]=Qpintra                    （数式１４）
　フレーム（ｎ＋１）がインター符号化フレームの場合
       Qp[n+1]=(Cn'/dstC')*Qp[n]          （数式１５）
　なお、符号量補正部１２は実施の形態１と同様に動作し、補正符号量Cn'を量子化スケ
ール決定部１３に与える。
【００５９】
　以下に、累積差分符号量算出部１４と目標符号量補正部１５とを実現するための構成の
一例を示す。
　図１０は、累積差分符号量算出部１４と目標符号量補正部１５との詳細な構成の一例を
示す図である。
　累積差分符号量算出部１４は、符号量測定部１４１、レジスタＲ１、Ｒ２、加算器Ａ１
、Ａ２を備える。
【００６０】
　符号量測定部１４１は、符号化部１１により符号化されたフレームｎの発生符号量Cnを
測定する。レジスタＲ１には目標符号量dstCが保持され、レジスタＲ２にはフレームｎま
での累積差分が保持されている。
　発生符号量Cnは、加算器Ａ１においてdstCが差し引かれる。加算器Ａ１から出力された
(Cn-dstC)は、加算器Ａ２においてレジスタＲ２に保持されている累積差分と加算される
。加算器Ａ２の出力する累積差分IntCは、レジスタＲ２に新たに保持されるとともに目標
符号量補正部１５に出力される。
【００６１】
　目標符号量補正部１５は、判定部１５１、レジスタＲ３、Ｒ４、Ｒ５、セレクタＳ１、
加算器Ａ３を備える。
　判定部１５１は、累積差分IntCが０より大きいか否かを判定して、判定結果をセレクタ
Ｓ１の制御端子に出力する。
　セレクタＳ１は、判定部１５１からの判定結果によりIntCが０より大きければ乗算器Ｍ
１に累積差分IntCを与え、IntCが０以下であれば乗算器Ｍ１にレジスタＲ４に保持されて
いる０を与える。
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【００６２】
　乗算器Ｍ１は、累積差分IntCと調整パラメータ1/dとを掛け合わせる。加算器Ａ３は、
レジスタＲ５に保持されている目標符号量dstCから乗算器Ｍ１の乗算結果を差し引いて、
その結果を量子化スケール決定部１３に出力する。
　上記構成により、目標符号量補正部１５は、累積差分が０より大きい場合には、累積差
分が大きいほど目標符号量が小さくなるように補正し、累積差分が０以下の場合には、目
標符号量の補正をしないという処理を実現することができる。
＜動作＞
　図１１は、実施の形態３に係る動画符号化装置３３の動作を示す図である。
【００６３】
　動画符号化装置３３は、制御マイコン４からの指示により符号化を開始し、最初にフレ
ーム１をイントラ符号化する（ステップＳ３１）。フレーム１は先行するフレームがない
ため必然的にイントラ符号化フレームとなる。量子化スケールの初期値は、実施の形態３
ではイントラ符号化する場合の量子化スケールであるQpintraを用いる。その後、動画符
号化装置３３は、フレーム符号量記憶メモリ１２２においてフレーム１の符号量を記憶す
る（ステップＳ３２）。ここでは、イントラ符号化されているので、C1*Pが記憶される。
【００６４】
　動画符号化装置３３は、目標符号量を補正し（ステップＳ３４）、フレーム１の符号量
、量子化スケール及び補正後の目標符号量に基づいてフレーム２の量子化スケールを決定
する（ステップＳ３５）。そして決定された量子化スケールを用いてフレーム２をインタ
ー符号化する（ステップＳ３６）。
　動画符号化装置３３は、フレーム符号量記憶メモリ１２２においてフレーム２の符号量
を記憶する（ステップＳ３７）。ここでは、インター符号化されているので、C2が記憶さ
れる。これ以降、動画符号化装置３３は、制御マイコン４から撮像停止の指示があるまで
ステップＳ３３からステップＳ３８までの処理を繰り返す。
【００６５】
　図１２は、実施の形態３に係る目標符号量補正処理の詳細を示す図である。
　累積差分符号量算出部１４は、累積差分IntCを算出する（ステップＳ３４１）。
　目標符号量補正部１５は、累積差分IntCが０より大きければ（ステップＳ３４２：Ｙｅ
ｓ）、目標符号量を補正してdstC-IntC/dとする（ステップＳ３４３）。一方、目標符号
量補正部１５は、累積差分IntCが０以下であれば（ステップＳ３４２：Ｎｏ）、目標符号
量を補正せずにdstCのままとする（ステップＳ３４４）。
【００６６】
　量子化スケール決定処理については、実施の形態１と同様なので、説明を省略する。
＜効果＞
　図１３は、実施の形態３に係る量子化スケール、符号量、画質及び総符号量の時間的推
移を示す図である。
　図１３（ａ）は、量子化スケールを示す。実施の形態３では、イントラ符号化フレーム
の量子化スケールは固定値Qpintraである。
【００６７】
　図１３（ｂ）は、符号量を示す。フレーム１の発生符号量C1は、補正符号量C1*Pに補正
される。また、目標符号量dstCは、補正目標符号量dstC'に補正される。補正目標符号量d
stC'は、発生符号量C1が目標符号量dstCを超過しているのでその分だけ目標符号量dstCよ
りも小さくなる。
　フレーム２の発生符号量C2は、補正目標符号量dstC'にほぼ一致する。
【００６８】
　フレーム３の発生符号量C3は、フレーム２の発生符号量C2に比べて目標符号量dstCに近
づく。これは、フレーム３はフレーム２に比べてその累積差分IntCが小さいので、補正目
標符号量dstC'がフレーム２の場合よりも目標符号量dstCに近づくからである。
　また、実施の形態３は、累積差分IntCを用いるので、あるフレームにおいて急激に符号



(14) JP 4800712 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

量が増加した場合であっても、その後のフレームの符号量をなめらかに推移させることが
できる。このことは、イントラ符号化フレーム直後に限らず、インター符号化フレームが
続く範囲であっても同様である。例えば、フレーム２６では、発生符号量が急激に増加し
ているが、その後のフレーム２７、２８では、発生符号量がなめらかに推移している。
【００６９】
　図１３（ｃ）は、画質を示す。イントラ符号化フレーム直後における発生符号量のハン
チングが抑制されるため画質が安定する。また、インター符号化フレームの発生符号量は
実施の形態１と同等なので、実施の形態２のように画質が大きく劣化することがない。
　図１３（ｄ）は、総符号量を示す。実施の形態３では、累積差分IntCが０より大きい場
合に、それが大きいほど目標符号量が小さくなるように補正する。イントラ符号化フレー
ムで発生符号量が超過したとしても、その後の数フレームの発生符号量が目標符号量より
も小さくなるので、総符号量は累積目標符号量に近づく。
（実施の形態４）
　実施の形態４では、イントラ符号化フレームの量子化スケールを固定値とする第１モー
ドと、適宜調整する第２モードとを、バッファの空き容量に応じて切り替える。
＜構成＞
　図１４は、実施の形態４に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【００７０】
　実施の形態４に係る動画符号化装置３４は、実施の形態１に係る動画符号化装置３１に
、空き容量測定部１６、バッファ１７及び転送部１８を追加した構成となっている。それ
以外の構成要素については、実施の形態１と同様なので説明を省略する。
　空き容量測定部１６は、バッファ１７の空き容量を測定して、量子化スケール決定部に
測定結果を通知する。
【００７１】
　バッファ１７は、符号化部１１により生成された動画ストリームを一時記憶する。転送
部１８は、バッファ１７に記憶された動画ストリームを動画ストリーム記憶メモリ６に転
送する。
　量子化スケール決定部１３は、以下の数式１６、１７によりフレーム（ｎ＋１）の量子
化に用いる量子化スケールを決定する。
【００７２】
　フレーム（ｎ＋１）がイントラ符号化フレームの場合であって、バッファ１７の空き容
量が所定量（例えば、バッファ容量の２０パーセント）よりも大きい場合
       Qp[n+1]=Qpintra                    （数式１６）
　フレーム（ｎ＋１）がイントラ符号化フレームの場合であってバッファ１７の空き容量
が所定量以下である場合、及び、フレーム（ｎ＋１）がインター符号化フレームの場合
       Qp[n+1]=(Cn'/dstC)*Qp[n]           （数式１７）
　Cn'は、数式７、８、９に従う。
【００７３】
　これは、バッファ１７の空き容量が所定量よりも大きい場合には、実施の形態１と同様
の処理（第１モード）であり、バッファ１７の空き容量が所定量以下の場合には、実施の
形態２と同様の処理（第２モード）であることを意味する。
＜動作＞
　図１５は、実施の形態４に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
【００７４】
　動画符号化装置３４は、制御マイコン４からの指示がフレーム（ｎ＋１）をインター符
号化する指示であり（ステップＳ４４１：インター）、かつ、フレームｎがインター符号
化されていれば（ステップＳ４４２：インター）、フレーム（ｎ＋１）の量子化に用いる
量子化スケールQ[n+1]を(Cn/dstC)*Qp[n]とする（ステップＳ４４３）。また、フレーム
ｎがイントラ符号化されていれば（ステップＳ４４２：イントラ）、フレーム（ｎ＋１）
の量子化に用いる量子化スケールQp[n+1]を(Cn*P/dstC)*Qp[n]とする（ステップＳ４４４
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）。
【００７５】
　一方、動画符号化装置３４は、制御マイコン４からの指示がフレーム（ｎ＋１）をイン
トラ符号化する指示であり（ステップＳ４４１：イントラ）、かつ、空き容量が所定量以
下であれば（ステップＳ４４５：Ｎｏ）、フレーム（ｎ＋１）の量子化に用いる量子化ス
ケールQ[n+1]を(Cn /dstC*P)*Qp[n]とする（ステップＳ４４６）。また、空き容量が所定
量より大きければ（ステップＳ４４５：Ｙｅｓ）、フレーム（ｎ＋１）の量子化に用いる
量子化スケールQ[n+1]をQpintraとする（ステップＳ４４７）。
＜効果＞
　イントラ符号化フレームの量子化に用いる量子化スケールが固定値の場合、バッファが
オーバーフローしそうであっても、イントラ符号化フレームの発生符号量を調整すること
ができない。一方、イントラ符号化フレームの量子化に用いる量子化スケールを適宜調整
する場合、その発生符号量を小さく抑えることができる。
【００７６】
　したがって、本発明は、バッファがオーバーフローしそうになれば、イントラ符号化フ
レームの量子化に用いる量子化スケールを適宜調整することにより、オーバーフローする
確率を下げることができる。
（実施の形態５）
　実施の形態５では、目標符号量の補正をしない第１モードと、目標符号量の補正をする
第２モードとを、バッファの空き容量に応じて切り替える。
＜構成＞
　図１６は、実施の形態５に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【００７７】
　実施の形態５に係る動画符号化装置３５は、実施の形態３に係る動画符号化装置３３に
、空き容量測定部１６、バッファ１７及び転送部１８を追加した構成となっている。それ
以外の構成要素については、実施の形態３と同様なので説明を省略する。
　空き容量測定部１６、バッファ１７、転送部１８は実施の形態４で説明したものと同様
である。
【００７８】
　量子化スケール決定部１３は、以下の数式１８、１９、２０によりフレーム（ｎ＋１）
の量子化に用いる量子化スケールを決定する。
　フレーム（ｎ＋１）がイントラ符号化フレームの場合
       Qp[n+1]=Qpintra                    （数式１８）
　フレーム（ｎ＋１）がインター符号化フレームの場合であってバッファ１７の空き容量
が所定量より大きい場合
       Qp[n+1]=(Cn'/dstC)*Qp[n]           （数式１９）
　フレーム（ｎ＋１）がインター符号化フレームの場合であってバッファ１７の空き容量
が所定量以下の場合
       Qp[n+1]=(Cn'/dstC')*Qp[n]          （数式２０）
　Cn'は、数式７、８、９に従う。dstC'は、数式１２、１３に従う。
【００７９】
　これは、バッファ１７の空き容量が所定量よりも大きい場合には、実施の形態１と同様
の処理（第１モード）であり、バッファ１７の空き容量が所定量以下の場合には、実施の
形態３と同様の処理（第２モード）であることを意味する。
＜動作＞
　図１７は、実施の形態５に係る動画符号化装置３５の動作を示す図である。
【００８０】
　動画符号化装置３５は、制御マイコン４からの指示により符号化を開始し、最初にフレ
ーム１をイントラ符号化する（ステップＳ５１）。フレーム１は先行するフレームがない
ため必然的にイントラ符号化フレームとなる。量子化スケールの初期値は、実施の形態５
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ではイントラ符号化する場合の量子化スケールであるQpintraを用いる。その後、動画符
号化装置３５は、フレーム符号量記憶メモリ１２２においてフレーム１の符号量を記憶す
る（ステップＳ５２）。ここでは、イントラ符号化されているので、C1*Pが記憶される。
【００８１】
　動画符号化装置３５は、バッファ１７の空き容量が所定量以下の場合（ステップＳ５４
：Ｎｏ）、目標符号量を補正し（ステップＳ５５）、バッファ１７の空き容量が所定量よ
り大きい場合（ステップＳ５４：Ｙｅｓ）、目標符号量補正処理Ｓ５５をスキップする。
　動画符号化装置３５は、得られた目標符号量に基づいてフレーム２の量子化スケールを
決定する（ステップＳ５６）。そして決定された量子化スケールを用いてフレーム２をイ
ンター符号化する（ステップＳ５７）。
【００８２】
　動画符号化装置３５は、フレーム符号量記憶メモリ１２２においてフレーム２の符号量
を記憶する（ステップＳ５８）。ここでは、インター符号化されているので、C2が記憶さ
れる。これ以降、動画符号化装置３５は、制御マイコン４から撮像停止の指示があるまで
ステップＳ５３からステップＳ５９までのステップを繰り返す。
＜効果＞
　実施の形態５に係る動画符号化装置は、バッファがオーバーフローしそうになれば、フ
レームｎ以前の超過量に応じてフレーム（ｎ＋１）の発生符号量を減少させる方向に働か
せる。したがって、バッファがオーバーフローする確率を下げることができる。
（実施の形態６）
　実施の形態６では、フレーム（ｎ＋１）をイントラ符号化する場合、量子化スケールは
、フレームｎの量子化スケールに基づいて決定される。この点が実施の形態１と異なる。
これ以外については、実施の形態１と同様なので説明を省略する。
＜構成＞
　符号量補正部１２は、フレーム（ｎ＋１）がイントラ符号化フレームである場合、発生
符号量の補正を行わない。
【００８３】
　量子化スケール決定部１３は、以下の数式２１、２２、２３によりフレーム（ｎ＋１）
の量子化に用いる量子化スケールを決定する。
　フレーム（ｎ＋１）を、インター符号化する場合
       Qp[n+1]=(Cn'/dstC)*Qp[n]           （数式２１）
　フレーム（ｎ＋１）を、イントラ符号化する場合であって、フレームｎがインター符号
化されている場合
       Qp[n+1]=Pq1 *Qp[n]               （数式２２）
　フレーム（ｎ＋１）を、イントラ符号化する場合であって、フレームｎがイントラ符号
化されている場合
       Qp[n+1]=Pq2 *Qp[n]               （数式２３）
　ここで、Pq1、Pq2は、それぞれ、予め定められた係数である。具体的には、係数は、５
／４乃至４／３の範囲内で定められている。
【００８４】
　Pq1、Pq2が大きいほど、イントラ符号化フレームの発生符号量の抑制効果が高くなるが
、画質が低くなる。シミュレーションの結果、Pq1、Pq2が５／４乃至４／３の範囲内であ
れば、発生符号量の抑制効果と画質とを両立させることができることが判明した。
　＜動作＞
　図１８は、実施の形態６に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
【００８５】
　動画符号化装置３１は、制御マイコン４からの指示がフレーム（ｎ＋１）をインター符
号化する指示であり（ステップＳ６４１：インター）、かつ、フレームｎがインター符号
化されていれば（ステップＳ６４２：インター）、フレーム（ｎ＋１）の量子化に用いる
量子化スケールQp[n+1]を(Cn/dstC)*Qp[n]とする（ステップＳ６４３）。また、フレーム
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ｎがイントラ符号化されていれば（ステップＳ６４２：イントラ）、フレーム（ｎ＋１）
の量子化に用いる量子化スケールQp[n+1]を(Cn*P/dstC)*Qp[n]とする（ステップＳ６４４
）。
【００８６】
　一方、動画符号化装置３１は、制御マイコン４からの指示がフレーム（ｎ＋１）をイン
トラ符号化する指示であり（ステップＳ６４１：イントラ）、かつ、フレームｎがインタ
ー符号化されていれば（ステップＳ６４５：インター）、フレーム（ｎ＋１）の量子化に
用いる量子化スケールQp[n+1]をPq1*Qp[n]とする（ステップＳ６４６）。また、フレーム
ｎがイントラ符号化されていれば（ステップＳ６４５：イントラ）、フレーム（ｎ＋１）
の量子化に用いる量子化スケールQp[n+1]をPq2*Qp[n]とする（ステップＳ６４７）。
＜効果＞
　図１９は、実施の形態６に係る量子化スケール、符号量、画質の時間的推移を示す図で
ある。
【００８７】
　図１９（ａ）は、量子化スケールを示す。実施の形態６では、イントラ符号化フレーム
の量子化スケールは適宜調整される（図１８：ステップＳ６４５参照）。したがって、図
１９（ａ）に示すように、フレーム１、１１、２１の量子化スケールは同じ大きさにはな
らない。例えば、フレーム１１の量子化スケールは、先行するフレーム１０の量子化スケ
ールに基づいて決定される。なお、フレーム１には先行するフレームがないので、量子化
スケールの初期値として予め決められた値が与えられる。
【００８８】
　図１９（ｂ）は、符号量を示す。フレーム１からフレーム１０までは実施の形態１と同
様である。フレーム１１以降のイントラ符号化フレームの発生符号量は目標符号量にほぼ
一致する。
　図１９（ｃ）は、画質を示す。発生符号量のハンチングが抑制されるため画質は安定す
るが、イントラ符号化フレーム（フレーム１１、２１）の発生符号量が小さく抑えられて
いるため、画像全体の画質は悪くなる。
【００８９】
　なお、総符号量の推移については、実施の形態２とほぼ同様なので説明を省略する。
　実施の形態６では、イントラ符号化する場合、量子化スケールが適応的に調整される。
したがって、実施の形態２と同様に、画質や符号量が安定するという効果を得ることがで
きる。
　さらに、実施の形態６では、イントラ符号化する場合、量子化スケールは、直前のフレ
ームの発生符号量に関わらずに導出される。したがって、実施の形態２に比べて、動画符
号化装置の処理負荷を軽減することができる。
（実施の形態７）
　実施の形態７では、フレーム（ｎ＋１）をイントラ符号化する場合、量子化スケールは
、フレームｎの量子化スケールに基づいて決定される。この点が実施の形態１と異なる。
これ以外については、実施の形態１と同様なので説明を省略する。
＜構成＞
　図２０は、実施の形態７に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【００９０】
　動画符号化装置３７は、符号化部１１、符号量補正部１２、量子化スケール決定部１３
及びテーブル記憶部１９を備える。
　テーブル記憶部１９は、フレームｎの量子化スケールとフレーム（ｎ＋１）の量子化ス
ケールとを対応付けて記憶している。
　量子化スケール決定部１３は、フレーム（ｎ＋１）をイントラ符号化する場合には、テ
ーブル記憶部１９を参照して、フレームｎの量子化スケールからフレーム（ｎ＋１）の量
子化スケールを決定する。
【００９１】
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　図２１は、テーブル記憶部１９に記憶されているテーブルの例を示す図である。
　フレームｎがインター符号化されていれば、フレーム（ｎ＋１）の量子化スケールは、
Qnew1の中から決定される。フレームｎがイントラ符号化されていれば、フレーム（ｎ＋
１）の量子化スケールは、Qnew2の中から決定される。
＜動作＞
　図２２は、実施の形態７に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
【００９２】
　動画符号化装置３７は、制御マイコン４からの指示がフレーム（ｎ＋１）をインター符
号化する指示であり（ステップＳ７４１：インター）、かつ、フレームｎがインター符号
化されていれば（ステップＳ７４２：インター）、フレーム（ｎ＋１）の量子化に用いる
量子化スケールQp[n+1]を(Cn/dstC)*Qp[n]とする（ステップＳ７４３）。また、フレーム
ｎがイントラ符号化されていれば（ステップＳ７４２：イントラ）、フレーム（ｎ＋１）
の量子化に用いる量子化スケールQp[n+1]を(Cn*P/dstC)*Qp[n]とする（ステップＳ７４４
）。
【００９３】
　一方、動画符号化装置３７は、制御マイコン４からの指示がフレーム（ｎ＋１）をイン
トラ符号化する指示であり（ステップＳ７４１：イントラ）、かつ、フレームｎがインタ
ー符号化されていれば（ステップＳ７４５：インター）、フレーム（ｎ＋１）の量子化に
用いる量子化スケールQp[n+1]をQnew1とする（ステップＳ７４６）。また、フレームｎが
イントラ符号化されていれば（ステップＳ７４５：イントラ）、フレーム（ｎ＋１）の量
子化に用いる量子化スケールQp[n+1]をQnew2とする（ステップＳ７４７）。
＜効果＞
　実施の形態７では、実施の形態６と同様の効果を得ることができる。
（実施の形態８）
　実施の形態８では、ブロックライン毎に量子化スケールを調整する。ブロックラインと
は、画像中において行列状に配されたマクロブロックの一行分のことである。
＜構成＞
　図２３は、実施の形態８に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【００９４】
　実施の形態８に係る動画符号化装置３８は、実施の形態３に係る動画符号化装置３３と
は符号量補正部１２、量子化スケール決定部１３が異なる。それ以外の構成要素について
は、実施の形態３と同様なので説明を省略する。
　符号量補正部１２は、各ブロックラインの発生符号量を測定し、以下の補正方式（数式
２４）に従って発生符号量Cnを補正する。なお、実施の形態８では、ブロックライン（ｎ
＋１）の量子化スケールを決定するために、先行する所定数のブロックラインの発生符号
量を参照する。ここでは、１フレームが７ブロックラインからなり、量子化スケールを決
定するために参照するブロックラインを、直前の７ブロックラインとする例で説明する。
【００９５】
       Cn'=CAna*P1+CAnb*P2                （数式２４）
　CAnaは、７ブロックラインにおいて発生した発生符号量のうち、イントラ符号化された
ブロックライン相当分の発生符号量である。CAnbは、７ブロックラインにおいて発生した
発生符号量のうち、インター符号化されたブロックライン相当分の発生符号量である。P1
及びP2は、補正係数であり、P1<P2の関係がある。実施の形態８では、P1=Pただし(0<P<1)
、P2=1の場合について説明する。補正係数Pは、数式４を満たす係数とする。
【００９６】
　量子化スケール決定部１３は、以下の数式２５、２６によりブロックライン（ｎ＋１）
の量子化に用いる量子化スケールを決定する。
　ブロックライン（ｎ＋１）がイントラ符号化される場合
       Qp[n+1]=Qpintra                    （数式２５）
　ブロックライン（ｎ＋１）がインター符号化される場合
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       Qp[n+1]=(Cn'/dstC')*Qp[An]         （数式２６）
　Qp[An]は、参照する７つのブロックラインに係る量子化スケールの平均値、又は、７つ
のブロックラインに係る量子化スケールの最頻値である。
【００９７】
　以下に、数式２４の演算を実現するための構成の一例を示す。
　図２４は、符号量補正部１２の詳細な構成の一例を示す図である。
　符号量補正部１２は、符号量測定部１２１、ブロックライン符号量記憶メモリ１２３、
レジスタＲ１、Ｒ２、セレクタＳ１、乗算器Ｍ１、加算器Ａ１を備える。
　符号量測定部１２１は、符号化部１１により符号化されたブロックラインｎの発生符号
量Cnを測定する。レジスタＲ１には補正係数Pが保持され、レジスタＲ２には補正係数１
が保持されている。セレクタＳ１は、制御マイコン４からの指示によりブロックラインｎ
がイントラ符号化フレームであれば乗算器Ｍ１に補正係数Pを与え、ブロックラインｎが
インター符号化フレームであれば乗算器Ｍ１に補正係数１を与える。
【００９８】
　乗算器Ｍ１は、発生符号量Cnと補正係数とを掛け合わせる。
　ブロックライン符号量記憶メモリ１２３は、７つのレジスタからなるシフトレジスタで
ある。乗算器Ｍ１からの乗算結果は順番にブロックライン符号量記憶メモリ１２３に記憶
される。加算器Ａ１は、ブロックライン符号量記憶メモリ１２３の各レジスタの記憶値を
加算する。加算結果が補正符号量Cn'となる。
【００９９】
　図２４には、ブロックライン５から１１までの符号量が記憶されている様子を示す。な
お、ブロックラインはC5からC7までがイントラ符号化されており、C8からC11までがイン
ター符号化されているものとする。
　この場合、加算器Ａ１の加算結果は、数式２７のようになる。
       Cn'=(C5+C6+C7)*P+(C8+C9+C10+C11)          （数式２７）
　C5+C6+C7は、イントラ符号化されている各ブロックラインの発生符号量の合計CAnaであ
る。また、C8+C9+C10+C11は、インター符号化されている各ブロックラインの発生符号量
の合計CAnbである。
【０１００】
　上記構成により、符号量補正部１２は、数式２４により得られる補正符号量Cn'を出力
することができる。
＜動作＞
　図２５は、実施の形態８に係る動画符号化装置３８の動作を示す図である。
　動画符号化装置３８は、制御マイコン４からの指示により符号化を開始し、最初にブロ
ックライン１をイントラ符号化する（ステップＳ８２）。ブロックライン１は先行するブ
ロックラインがないため必然的にイントラ符号化される。量子化スケールの初期値は、実
施の形態８ではイントラ符号化する場合の量子化スケールであるQpintraを用いる。その
後、動画符号化装置３８は、ブロックライン符号量記憶メモリ１２３においてブロックラ
イン１の符号量を記憶する（ステップＳ８３）。ここでは、イントラ符号化されているの
で、C1*Pが記憶される。
【０１０１】
　これ以降、動画符号化装置３８は、ステップＳ８１からステップＳ８４までの処理をブ
ロックライン７まで繰り返す。これにより、フレーム１のイントラ符号化が完了する。
　ブロックライン７のイントラ符号化が完了すれば、動画符号化装置３８は、目標符号量
を補正し（ステップＳ８６）、ブロックライン１から７までの符号量の合計、量子化スケ
ール及び補正後の目標符号量に基づいてブロックライン８の量子化スケールを決定する（
ステップＳ８７）。そして決定された量子化スケールを用いてブロックライン８をインタ
ー符号化する（ステップＳ８８）。
【０１０２】
　動画符号化装置３８は、ブロックライン符号量記憶メモリ１２３においてブロックライ
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ン８の符号量を記憶する（ステップＳ８９）。ここでは、インター符号化されているので
、C8が記憶される。これ以降、動画符号化装置３８は、制御マイコン４から撮像停止の指
示があるまでステップＳ８５からステップＳ９０までの処理を繰り返す。
　図２６は、実施の形態８に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
【０１０３】
　動画符号化装置３８は、制御マイコン４からの指示がブロックライン（ｎ＋１）をイン
ター符号化する指示であれば（ステップＳ８５１：インター）、ブロックライン（ｎ＋１
）の量子化に用いる量子化スケールQ[n+1]を{(CAna*P+CAnb )/dstC'}*Qp[An]とする（ス
テップＳ８５２）。
　一方、動画符号化装置３８は、制御マイコン４からの指示がブロックライン（ｎ＋１）
をイントラ符号化する指示であれば（ステップＳ８５１：イントラ）、ブロックライン（
ｎ＋１）の量子化に用いる量子化スケールQ[n+1]をQpintraとする（ステップＳ８５３）
。
【０１０４】
　なお、目標符号量補正処理については、実施の形態３と同様なので説明を省略する。
＜効果＞
　図２７は、実施の形態８に係る符号量の時間的推移を示す図である。
　ブロックライン１２の量子化スケールを決定する場合、区間Ａ５に含まれる７ブロック
ラインの発生符号量（C5からC11まで）が参照される。そのうち区間Ａ５ａに含まれるブ
ロックライン（５から７まで）は、イントラ符号化されているので補正の対象となる。区
間Ａ５ｂに含まれるブロックライン（８から１１まで）は、インター符号化されているの
で補正されない。
【０１０５】
　このように、ブロックライン毎に量子化スケールの調整を行えば、より小さな時間単位
で符号量を一定にすることができる。
（実施の形態９）
　実施の形態９では、動画符号化装置３９は、実施の形態１から８までの量子化スケール
決定方式を全て含み、これらはユーザの指定により任意に適用される。
＜構成＞
　図２８は、実施の形態９に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【０１０６】
　動画撮像装置は、モード切替釦７を備える。これ以外の構成要素については、実施の形
態１から８までに説明したものと同様なので説明を省略する。
　モード切替釦７は、実施の形態１から８までの量子化スケール決定方式のうちいずれか
の指定を受け付ける。当該指定は、制御マイコン４を通じて動画符号化装置３９に通知さ
れる。動画符号化装置３９は、指定された量子化スケール決定方式を適用して動画データ
を符号化する。
【０１０７】
　以上、本発明に係る動画撮像装置及び動画符号化装置について、実施の形態に基づいて
説明したが、本発明はこれらの実施の形態に限られない。例えば、以下のような変形例が
考えられる。
（１）実施の形態では、Qp[n+1]=(Cn*P/dstC)*Qp[n]を実現するために、符号量補正部１
２がCnに補正係数Pを乗じて補正をするという立場で説明している。しかしながら、当該
数式の解釈はこれに限らない。例えば、符号量の補正はせずに、フレームｎがイントラ符
号化フレームの場合には目標符号量をP/dstCに補正するという解釈でもよい。この場合、
図１の符号量補正部１２が無くなり、量子化スケール決定部が、目標符号量として、イン
トラ符号化の場合にはP/dstCを選択し、インター符号化の場合には1/dstCを選択する仕様
となる。
（２）実施の形態では、補正係数Pを固定値としているが、これに限らない。例えば、数
式２８のように、参照するフレームの量子化スケールが小さいほど補正係数Pが大きくな
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るようにしてもよい。
【０１０８】
       P=1/(Qn-b)+c                       （数式２８）
　ここで、b、cは調整パラメータである。
　また、数式２８に近似される直線、定数、または量子化スケール毎に与えられたテーブ
ルを参照して決定してもよい。
（３）実施の形態６では、目標符号量の補正を１フレーム毎に行うが、これに限らず１ブ
ロックライン毎に行ってもよい。
（４）符号化部１１は、MPEGエンコーダとして説明しているが、予測符号化と量子化とを
併用して符号化するものであれば、これに限らない。
（５）実施の形態では、フレーム（ｎ＋１）の量子化スケールを演算により導出している
が、本発明は、これに限らない。例えば、フレームｎの予測符号化方式、量子化スケール
及び発生符号量の全ての組み合わせに対応付けられた量子化スケールの中からフレーム（
ｎ＋１）の量子化スケールを決定してもよい。この場合には、フレーム毎に演算すること
なく、量子化スケールを導出することができる。
（６）実施の形態では、フレーム（ｎ＋１）の量子化スケールを導出するために、フレー
ムｎの各パラメータ（予測符号化方式、量子化スケール及び発生符号量）が参酌されてい
るが、フレームｎ以前のフレームであれば、これに限らない。例えば、フレーム（ｎ－１
）の各パラメータを参酌してもよい。
（７）実施の形態では、量子化スケールを導出するために、１のフレームの各パラメータ
が参酌されているが、複数のフレームの各パラメータを参酌しても構わない。複数のフレ
ームの各パラメータを参酌すれば、動画符号化装置の処理負荷は増加するが、ハンチング
抑制効果はより増大すると考えられる。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明は、デジタルビデオカメラのような動画撮像装置に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】従来の動画符号化装置における発生符号量及び画質の推移を示す図である。
【図２】実施の形態１に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【図３】符号量補正部１２の詳細な構成の一例を示す図である。
【図４】実施の形態１に係る動画符号化装置３１の動作を示す図である。
【図５】実施の形態１に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
【図６】実施の形態１に係る量子化スケール、符号量、画質及び総符号量の時間的推移を
示す図である。
【図７】実施の形態２に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
【図８】実施の形態２に係る量子化スケール、符号量、画質及び総符号量の時間的推移を
示す図である。
【図９】実施の形態３に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【図１０】累積差分符号量算出部１４と目標符号量補正部１５との詳細な構成の一例を示
す図である。
【図１１】実施の形態３に係る動画符号化装置３３の動作を示す図である。
【図１２】実施の形態３に係る目標符号量補正処理の詳細を示す図である。
【図１３】実施の形態３に係る量子化スケール、符号量、画質及び総符号量の時間的推移
を示す図である。
【図１４】実施の形態４に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【図１５】実施の形態４に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
【図１６】実施の形態５に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【図１７】実施の形態５に係る動画符号化装置３５の動作を示す図である。
【図１８】実施の形態６に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
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【図１９】実施の形態６に係る量子化スケール、符号量、画質の時間的推移を示す図であ
る。
【図２０】実施の形態７に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【図２１】テーブル記憶部１９に記憶されているテーブルの例を示す図である。
【図２２】実施の形態７に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
【図２３】実施の形態８に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【図２４】符号量補正部１２の詳細な構成の一例を示す図である。
【図２５】実施の形態８に係る動画符号化装置３８の動作を示す図である。
【図２６】実施の形態８に係る量子化スケール決定処理の詳細を示す図である。
【図２７】実施の形態８に係る符号量の時間的推移を示す図である。
【図２８】実施の形態９に係る動画撮像装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１１１】
　　　　１　　撮影レンズ
　　　　２　　撮像素子
　　　　４　　制御マイコン
　　　　５　　プログラム記憶メモリ
　　　　６　　動画ストリーム記憶メモリ
　　　　７　　モード切替釦
　　　１１　　符号化部
　　　１２　　符号量補正部
　　　１３　　量子化スケール決定部
　　　１４　　累積差分符号量算出部
　　　１５　　目標符号量補正部
　　　１６　　容量測定部
　　　１７　　バッファ
　　　１８　　転送部
　　　１９　　テーブル記憶部
　　　３１乃至３９　　動画符号化装置
　　１２１　　符号量測定部
　　１２２　　フレーム符号量記憶メモリ
　　１２３　　ブロックライン符号量記憶メモリ
　　１４１　　符号量測定部
　　１５１　　判定部
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２５】 【図２６】
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